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周防大島町病院事業第２期再編計画 

（経営強化プラン改訂版） 

 

 第１ はじめに 

 

１ 第２期再編計画策定の趣旨 

〇 高齢者人口の減少により医療・介護需要が大きく減少する中、公民との役割分担を踏まえ、公立

でなければ担えない分野への重点化が急務となっています。 

〇 医療・介護需要に見合った効率的な運営ができておらず、多額の繰入金を投入しても大きな赤字を

計上しており、今後も医療・介護を提供し続けていくには、施設の統廃合や効率化が不可欠です。 

〇 なお、第 2 期再編計画策定に合わせ、町立２病院１診療所のみを対象とした経営強化プランを当

計画に内包し、所要の改訂を行うものです。 

 

２ 対象期間 

     令和６（2024）年度から令和 10（2028）年度までの 5年間とします。 

 

年度 
Ｒ1 

(2019) 

Ｒ２ 
(2020) 

Ｒ３ 
(2021) 

Ｒ４ 
(2022) 

Ｒ５ 
(2023) 

Ｒ６ 
(2024) 

Ｒ７ 
(2025) 

Ｒ8 
(2026) 

Ｒ9 
(2027) 

Ｒ10 
(2028) 

第１期再編計画 

          

 病院事業 
経営強化プラン 

          

第２期再編計画 
          

 

３ 対象施設等 

施設 規模等 備考 

①  東和病院 入院 99床（うち 39 床休床） 運用 60床（R6.4.1～） 

②  大島病院 入院 99床  

③  橘医院 無床診療所  

④  介護医療院やすらぎ苑 入所定員 50名（通所定員 10 名）  

⑤  介護老人保健施設さざなみ苑 入所定員 80名（通所定員 20 名） 職員配置上、入所 59名以下 

⑥  大島看護専門学校 総定員 105 名（３学年×35 名） R6.4.1 66 名（新入生 15名） 

⑦ 訪問看護ステーション 大島病院・橘医院内  

⑧ 居宅介護支援事業所 東和・大島病院内 橘医院内休止 

⑨ 健康管理室 東和・大島病院内・橘医院内  

⑩ 総務部 大島病院隣接  

 

 

 

概 要 版 

（病院事業局全体） 

（２病院１診療所） 

（病院事業局全体） 
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【参考】 

①決算額等の推移（病院事業局全体） 

 損益収支は令和元（2019）年度まで赤字計上が継続していましたが、新型コロナウイルス感染症

の発生による補助金・繰入金の増加等により、令和２（2020）年度より黒字転換となりました。し

かし、過去に行った建物建築・改修等の財源とした企業債の多額の償還金により現金の減少は継続

し、令和５（2023）年度には患者・利用者数減少、新型コロナ関連補助金の減少等による収支悪化

で赤字を計上し、現金残高が大きく減少しました。             （単位：百万円）                   

年度 損益収支 町繰入金 現金収支 期末現金残高 備考 

H30(2018) △591 1,252 △649 4,190 (参考) H16 現金残高約 103 億円 

R1(2019) △267 1,427 △321 3,868  

R2(2020) 29 1,515 △406 3,462 新型コロナ影響 

R3(2021) 918 1,508 △401 3,061   〃 、修繕積立金戻入約 7億円 

R4(2022) 81 1,437 △154 2,907 新型コロナ影響 

R5(2023) △510 1,322 △864 2,043  

   

 ②第２期再編を行わない場合の決算見込等の試算（病院事業局全体） 

現状の体制のまま事業を継続する場合、赤字体質から脱却することができず現金は減少し続け、

令和７（2025）年度には現金残高が枯渇します。              （単位：百万円） 

年度 損益収支 町繰入金 現金収支 期末現金残高 備考 

R6(2024) △979 1,268 △1,046 721  

R7(2025) △570 1,226 △838 △117  

R8(2026) △705 1,113 △780 △897  

R9(2027) △715 1,079 △751 △1,648  

R10(2028) △782 1,045 △792 △2,440  

R11(2029) △738 1,062 △768 △3,208  

 ※令和５（2023）年度決算に基づき試算 

 

出所： 

Google 

マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



3 

 

第２ 町病院事業局の現状と課題 
 

１ 町病院事業局の概要  

（１）沿革 

（２）基本理念 

○町病院事業局 

 地域住民に安全・安心な医療・介護・福祉を提供するために、親しまれ、愛され、信頼される組

織になるよう職員一丸となって努めます。 

（３）基本情報 

 

２ 町病院事業局を取り巻く環境 

（１） 周防大島町の現状 

周防大島町は、県内でも高齢化・人口減少が著しく進んでいるため、医療・介護需要は今後大き

く減少する見込みとされており、柳井医療圏における医療機関相互の機能分化・連携を図りなが

ら、町内の医療提供体制を確保することや、特に介護分野における民間事業者との役割分担を踏ま

え、公立でなければ担えない分野への重点化（民業圧迫の回避等）が喫緊の課題となっています。 

（２） 人口動態 

 
   出所：周防大島町独自の推計値 

（３） 患者数推計 

   ① 入院患者数 

 
出所：周防大島町独自の推計値および平成 29 年患者調査（厚生労働省）を用いて推計 
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◯周防大島町における対応入院患者数の推計（精神疾患除く、町人口ビジョンベース） 

 
※精神疾患患者は精神病床を有する病院での対応とし、地域完結率は現状と同数値を用いて試算。 

 

② 外来患者数

 
出所：周防大島町独自の推計値および平成 29 年患者調査（厚生労働省）を用いて推計 

 

（４） 患者流出入 

周防大島町における医療の地域完結率は、入院において 47.6%となっており、周防大島町に居住

する患者の内、半数以上が町外に流出している状況です。 

 

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

推計入院患者数　A 404 379 341 301 259

　うち精神疾患　B 60 53 48 42 37
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  外来においては、地域完結率が全体で 70.1%となっています。 

 
 

（５） 柳井医療圏・周防大島町の医療提供体制 

① 柳井医療圏及び周防大島町における医療提供体制 

② 柳井医療圏における病床数 

③ 周防大島町における医療提供体制 

④ 今後の医療需要を見据えた病床数の確保 

 

（６） 周防大島町の介護推計・現況等 

①   周防大島町の介護推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

※ 要介護認定者数の計算方法： 

          2023 年 3 月の人口(性年齢 5 階級別人口)をベースにした将来推計人口×要介護認定率 

  

  

【周防大島町全体】

介護度別将来推計 【人】

2023年 2025年 2030年 2035年 2040年

要支援１ 242.0 234.3 223.5 210.1 179.8

要支援２ 221.0 214.1 202.5 190.0 163.1

要介護１ 381.0 371.9 352.5 328.5 294.6

要介護２ 289.0 282.4 266.7 253.5 235.2

要介護３ 238.0 232.1 216.0 207.7 190.5

要介護４ 247.0 241.6 224.0 214.2 197.6

要介護５ 191.0 186.4 174.8 164.0 151.3

合計 1,809.0 1,762.8 1,659.9 1,568.0 1,412.2

割合 100.0% 97.4% 91.8% 86.7% 78.1%
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②  町内介護保険施設利用者数の現況・将来推計 

 ○町内介護保険施設定員数の状況 

  厚生労働省の令和 4年介護サービス施設・事業所調査における、介護老人福祉施設（特別養護老

人ホーム、町内 4施設）、介護老人保健施設（町内 1施設）、介護医療院（町内 1施設）の 65 歳以

上人口 1000 人当たりの定員計は、全国で 27.8 人、山口県で 28.7 人となっていますが、周防大島町

では 47.1 人と多くなっています。 

  合併前旧４町の地域別で 65歳以上人口 1000 人当たりの定員数を比較すると、橘地区（旧橘町）

66.1 人、東和地区（旧東和町）49.1 人、大島地区（旧大島町）38.7 人、久賀地区（旧久賀町）33.9

人の順に多くなっています。 

  なお、当該６施設のうち、胃ろうや喀痰吸引など医療的ケアへの対応状況が比較的充実している

のは、大島地区（旧大島町）の介護医療院やすらぎ苑、東和地区（旧東和町）の介護老人福祉施設

白寿苑などとなっています。 

  今後、高齢者人口が減少し、さらなる介護需要の減少が見込まれる本町においては、人口当たり

の定員数がますます増加することが見込まれるため、民業圧迫の回避の観点からも町立介護施設の

あり方を検討することが急務となっています。   

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

＜地区別（旧町別）地図＞ 
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（７）町立医療機関・介護施設の患者数・入所者数等推移 

 

 
 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、町病院事業局の医療機関は大きな影響を受け、入院患者

数は大きく減少しました。令和５（2023）年５月８日に新型コロナウイルス感染症が５類移行となっ

た後も回復せず、人口減少の影響などもあり、低い水準で推移しました。 

 

 
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う受診控えや薬剤の長期処方化等の影響により、外来患者数

は大きく減少しました。コロナ禍後も回復せず、人口減少の影響などもあり、低い水準で推移しまし

た。 
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 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、入所利用者は大きく減少しました。コロナ禍後において

も人口減少に伴う介護需要の減少などにより、利用者数の減少傾向が続きました。 

 

 
 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、通所利用者も大きく減少しました。コロナ禍後において

も人口減少に伴う介護需要の減少などにより、利用者数は低い水準で推移しました。  

 

（８）大島看護専門学校 

（９）収支等の状況 
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第３ 第２期再編計画について 

 
１ 第１期再編計画の評価について 

（１）総括 

（２）数値目標の評価について 

（３）目標達成に向けた取組の評価について 

 

２ 第２期再編計画の内容について 

（１）再編に向けた基本的な考え方について 

〇高齢者人口の減少により医療・介護需要が大きく減少する中、公民との役割分担を踏まえ、公立

でなければ担えない分野への重点化が急務となっています。 

〇医療・介護需要に見合った効率的な運営ができておらず、多額の繰入金を投入しても大きな赤字

を計上しており、今後も医療介護を提供し続けていくには、施設の統廃合や効率化が不可欠です。 

〇本町は、移住・定住支援策を積極的に推進しており、町病院事業局においても、産婦人科外来診

療を開始するなど、引き続き、町と一体となって、当地域の将来を見据えた持続可能な医療提供体

制を構築する必要があります。 

〇公立として主に担うべき役割・機能等 

①救急医療の提供 

 現在、周防大島町では年間 1,300 件前後の救急搬送が発生しており、そのうち 500～600 件前後

を東和病院及び大島病院、200 件前後を安本医院で受け入れています。その他の多くは地域の中

核病院である柳井市の周東総合病院や３次救急医療機関（救命救急センター）である岩国市の岩

国医療センターなどへ搬送されています。 

 東和病院、大島病院ともに救急告示病院に指定されており、24時間 365 日救急車の受入れをは

じめとする 2次救急医療を提供していますが、重症外傷や小児救急、脳血管疾患など緊急性が高

い症例など、宿日直医師によっては専門外や対応が難しい重篤な場合などの理由から、やむを得

ず受入が困難な事例が発生している状況です。 

 引き続き、２次救急医療は東和病院・大島病院等の病病連携、１次救急医療は大島郡医師会と

の病診連携や休日当番医との連携、オンライン診療による外部医師の応援等の活用を検討し、救

急受入体制の充実を図ります。 

また、休日夜間等の迅速な救急受入時の検査体制を強化するため、医療従事者の待機（オンコ

ール）体制を柔軟かつ効率的に見直し、救急応需率の向上に努めます。 

②入院医療の提供 

周防大島町における地域完結率を踏まえた町内対応入院患者数（精神疾患除き）は、令和７

（2025）年時点で 155 人、令和 12（2030）年時点で 139 人、令和 17（2035）年時点で 123 人、

令和 22（2040）年時点で 105 人と減少していく見込みです。 

引き続き、町内対応入院患者数の推移を踏まえつつ、町内の民間医療機関では担うことが難しい

入院機能を町立病院で担うこととし、地域においてかかりつけ医機能を担っている診療所との病診

連携や介護施設との連携を強化しながら、入院医療が必要な患者が発生した場合の円滑な受け入れ

体制の確保を図っていきます。 

また、急性期医療を受けた後の回復期医療等が必要な入院患者についても、病病連携をはじめと

する医療機能の分化・連携を進めながら、積極的に受け入れ、在宅等への退院支援に努めます。 

なお、入院治療を終えた後は、地域の診療所への逆紹介を進めるとともに、通院・訪問リハビリ
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テーション等積極的な介入を行い、日常生活の自立など、在宅生活が継続できるよう支援していき

ます。 

③医療が必要な介護への対応（介護医療院） 

民間介護施設では受入困難な要介護者の受入体制充実を図るため、町立介護医療院やすらぎ苑

を、現在のⅡ型（老人保健施設相当以上）からⅠ型（介護療養病床相当）へ転換し、町内におけ

る医療的ケアが必要な要介護者の円滑な入所の受け入れに努めます。 

そのために、地域の限られた医療資源（医師、看護師等の医療人材や医療設備等）を有効に活

用する観点から、現在、単独施設であるやすらぎ苑を病院併設型介護医療院として大島病院内へ

移転することを基本としますが、令和８年度に策定が予定されている「新たな地域医療構想」

や、当地域における医療・介護需要等の動向を踏まえ、定員数については今後検討を行うことと

します。 

④遠隔診療（オンライン診療）の推進 

本町の地勢は全般的に山岳起伏の斜地で 600m 級の山々が連なり、海岸部に狭隘な丘陵地が広

がっていますが、大半を山地が占めています。自宅から病院までの距離がある中で、地域住民は

移動に関する課題を多く抱えている状態です。 

 町病院事業局では病院患者輸送バスを運行していますが、時間帯や経路等が限られており、町

による地域公共交通の見直しに合わせた運用の改善を図るとともに、自宅等にいながら医療を受

けられる情報通信技術（ICT）を活用した遠隔診療（オンライン診療）を行政と一体となって推進

します。 

 なお、令和６（2024）年度やまぐちデジタル実装推進事業の取組の一つである医療 MaaS（マー

ス※１）を今後も活用しながら、町立病院内の医師が患家や公民館等に来る患者に対してオンライ

ン診療（ＤtoＰwithＮ※２）を提供するなど、住民の利便性向上や受診控えによる症状の進行防止

などの取組を、町や山口県、山口大学医学部、山口県立総合医療センターへき地医療支援部などと

連携しながら進めていきます。 

   ※１   医療 MaaS（マース） 

モニターやベッド等の医療機器を備えたワンボックス車両を用い、看護師等が同乗して

患家や公民館等を訪問し、町立病院内の医師とビデオ通話でオンライン診療を実施 

 ※２   ＤtoＰwithＮ 

   患者が看護師等といる場合の遠隔診療（オンライン診療） 

               D（Doctor、医師） to P（Patient、患者） with N（Nurse、看護師） 

⑤その他 

〇薬剤一包化への対応強化 

 現在、町立病院では薬剤師不足のため、希望される全ての薬剤一包化への対応が困難となって

おり、それらに対応するため、新たに一包化監査支援システム（一包化薬を一錠一錠ずつチェック

する監査業務等の支援）などの導入を図るとともに、院外処方箋への対応を進めていきます。 

 また、病気に対する治療方法について、患者が十分に理解し、服用方法や薬の種類に十分に納

得した上で治療に参加することを意味する服薬アドヒアランスの改善に努めるとともに、院外薬局

と病院薬剤科との薬薬連携の推進により、病院内の病棟薬剤業務の体制づくりと充実を図ります。

（医薬分業の推進） 

〇組織の活性化・合理化等 

 地域の医療需要の変化や医療技術の進歩へ対応するため、定期的な人事異動による組織の活性

化や、現在の人事評価を基に、職員個々の意向も踏まえ、適材適所の人材配置を行うよう努めま
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す。 

 また、不足する医師等医療従事者の兼務や、総務部において薬品の値段折衝や医療機器購入、

委託業務等の入札などを集中して行うことにより、コスト削減や事務処理の合理化等を図っていき

ます。 

 

（２）再編計画の概要及びスケジュール 

① 再編計画の概要 

〇東和病院・大島病院・橘医院の連携強化及び一体的運用の推進 

  地域の人口減少が進み、患者数の減少のみならず、医療従事者の確保も困難な状況となるな

か、人材確保に加え、業務の効率化も喫緊の課題となっています。 

  本町は東西に長く（道のり 40ｋｍ以上）、東側に位置する東和病院（第１種不採算地区病院）

及び橘医院（無床診療所）と西側に位置する大島病院（第２種不採算地区病院）で、互いの医療

機能を補完しながら運用していますが、これらを解決するためには、それぞれの医療機関がしっ

かりと機能分化を図りながら連携し、これらを一つの病院とみなし、東館（東和病院）、西館

（大島病院）及び診療所（橘医院）のように一体的かつ効率的な運用を行います。 

  そのためには、国が運用開始を進める「全国医療情報プラットフォーム」に準拠した標準型電

子カルテに対応しつつ、診療記録等を管理する電子カルテを統一（更新）し、訪問診療や災害時

等を考慮したクラウド型電子カルテ（インターネット上で利用可能）の整備・共有化や、相互に

遠隔診療（オンライン診療）を可能とする設備機器や体制の整備が必要です。 

 

〇医療・介護機能の集約・再編 

令和９年度末の介護医療院やすらぎ苑の大島病院内移転に伴い、大島病院の一部病棟再編を行

う必要がありますが、現在、入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含む医療

提供体制全体の課題解決を図るために、国において検討を行い、令和８年度に策定が予定されて

いる「新たな地域医療構想」や、当地域における医療需要等の動向を踏まえ、東和病院・大島病

院の一体的運用の推進を基本としながら、両病院の医療機能や病棟構成、病床数（病床機能）に

ついては、今後検討を行うこととします。 

 また、橘医院（無床診療所）については、地域の限られた医療資源を有効に活用するため、令

和９年度から内科・歯科のみの運営とし、それ以外の機能については、東和病院・大島病院へ集

約・再編します。 

 なお、通院患者の利便性向上のため、町が実施する地域公共交通の見直しに全面協力するなど

患者輸送バス機能の向上に努めます。 

 介護老人保健施設さざなみ苑については、本町における高齢者人口減少に伴う介護需要の減少

や民業圧迫を回避するため、地域別の介護需要や将来推計を考慮し、令和 8 年度末で廃止し、現

建物については橘医院（同一建物）と併せて売却することを基本とします。 

 

 〇職員宿舎の再編整備 

  第２期再編に合わせ、現在老朽化が著しい職員宿舎の規模や場所について、必要性の観点から

再検討を行い、将来に向けた人材確保のため、不用財産の売却を含めた計画的な再編整備を行い

ます。 
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 〇第 2期再編計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

                  

区 分 

病床数・定員 
備 考 

（）内：休棟除き、運用定員 再編前 再編後 差 

医療機関 

東和病院 
99 

（60） 

159 

以下 

 

△39

（－） 

 

〇救急告示病院 

〇１病棟運用（回復期60、休棟39） 

 ⇒１～２病棟運用（R10年度～）  

 

 

 

大島病院 99 

 

〇救急告示病院 

〇２病棟運用（回復期39、慢性期60） 

 ⇒１～２病棟運用  （R10年度～） 

  ＋介護医療院併設（Ⅰ型）  

橘医院 － － － 

〇機能を内科・歯科診療のみとし、他の機

能を東和病院、大島病院へ集約 

（R９年度～） 

〇歯科は東和病院、大島病院、やすらぎ苑

との歯科口腔連携を強化し、積極的に入院

患者や入所者の口腔管理を実施 

小計 
198 

（159） 

159 

以下 

△39 

（－） 
（）内：休棟除き 

介護老人 

保健施設 
さざなみ苑 

80 

（59） 
－ 

△80 

（△59） 

〇介護需要減少を踏まえ廃止（R8年度末） 

〇令和7年度から運用定員の縮小 

  運用定員：59名⇒29名 

 

（）内：運用定員 

介護医療院 やすらぎ苑 50 
50 

以下 
－ 

〇民間介護施設では受入困難な要介護者の

受入体制充実を図るため、Ⅱ型（老人保健

施設相当以上）からⅠ型（介護療養病床相

当）へ転換し、大島病院内へ移転 

（R10年度～） 

合 計 
328 

（268） 

209 

以下 

△119 

（△59） 

（）内 

・医療機関：休棟除き 

・さざなみ苑：運用定員 

 東和病院・大島病院の医療機能や病棟構成、病床数（病床機能）、介護医療院の定員数等につい

ては、両病院の一体的運用の推進を基本としながら、現在、国が検討を行い、令和８年度に策定が

予定されている「新たな地域医療構想」や、当地域における医療・介護需要等の動向を踏まえ、今

後検討を行うこととします。 

医療機能や病棟構成、病床数（病床機

能）、介護医療院の定員数等について

は今後検討 
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  ② 再編スケジュール 

                                  

（３）各施設の役割・機能について 

①東和病院 

②大島病院 

○地域における必要な医療の提供 

〈①東和病院〉 

 東和病院は救急告示病院に指定されており、24 時間 365 日救急車の受入れをはじめとする２次救

急医療や、回復期機能を中心に地域で必要とされる急性期や慢性期の機能を併せ持つ回復期病床 60

床（療養・１病棟）にて入院医療を提供しています。 

 病床数 99床（２病棟）のうち 39 床（一般・１病棟）は新興感染症等への備えも考慮し、当面休

床としていますが、現在、入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含む医療提供

体制全体の課題解決を図るために、国において検討を行い、令和８年度に策定が予定されている

「新たな地域医療構想」や、当地域における医療需要等の動向を踏まえ、東和病院・大島病院の一

体的運用の推進を基本としながら、両病院の医療機能や病棟構成、病床数（病床機能）について

は、今後検討を行うこととします。 

  

〈②大島病院〉 

 大島病院は救急告示病院に指定されており、島と本州を結ぶ大島大橋に近く位置していることか

ら、他市町からの患者も多く受け入れながら、24 時間 365 日救急車の受入れをはじめとする２次救

急医療を提供しています。 

区分
６年度

（2024年度）
７年度

（2025年度）
８年度

（2026年度）
９年度

（2027年度）
10年度

（2028年度）

東和病院

大島病院

介護医療院
やすらぎ苑

橘医院

介護老人
保健施設
さざなみ苑

東和・大島病院の

一体的運用の推

進を基本に病棟

を再編成

やすらぎ苑併設

移転先にて運営

（内科・歯科のみ運営）

年度末廃止

（デイケア含む）

建物売却

段階的縮小

小規模老健相当

（運用定員29名）

年度末移転

建物売却

年度末移転

建物売却 大島病院併設

（Ⅱ型⇒Ⅰ型）

廃止

電子カルテ

更新・統合

令和８年度に策定が予

定されている「新たな地

域医療構想」等を踏まえ、

医療機能や病棟構成、

病床数（病床機能）、介

護医療院の定員数等を

検討

デイケア廃止
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 また、町内における人工透析医療を提供しており、引き続き体制の維持に努めてまいります。 

 なお、回復期病床 39 床（一般）、慢性期病床 60 床（療養）の２病棟にて入院医療を提供してい

ますが、現在、入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含む医療提供体制全体の

課題解決を図るために、国において検討を行い、令和８年度に策定が予定されている「新たな地域

医療構想」や、当地域における医療需要等の動向を踏まえ、東和病院・大島病院の一体的運用の推

進を基本としながら、両病院の医療機能や病棟構成、病床数（病床機能）について、今後検討を行

うこととします。  

 令和 10（2028）年度から町立介護医療院やすらぎ苑を現在のⅡ型（老健相当）からⅠ型の介護医

療院（介護療養病棟相当）とした上での大島病院内への移転を基本としますが、具体的な定員数な

どについては、「新たな地域医療構想」や医療的ケアを必要とする要介護度の高い入所者数など、

当地域の医療・介護需要等を考慮しながら、民業圧迫回避の観点も踏まえ、検討を行うこととし、 

そのために必要とされる看護・介護の人材育成や教育に努めていきます。 

  

〈両病院共通事項〉 

〇地域包括医療の充実 

 今後はリハビリテーション・栄養・口腔連携体制を充実させ、在宅等で療養を行う患者の急変時

の対応として必要な急性期機能を維持しながら、幅広く地域に求められる医療の提供を行っていき

ます。 

○地域包括ケア病床を活用した回復期医療の提供 

 引き続き、当地域に必要とされる地域包括ケア病床数を確保し、地域で急性期治療を終えた患者

や在宅等で療養を行っている患者の受け皿として、生活期を見据え、リハビリテーションの提供を

含めた在宅復帰のための支援を行っていきます。 

 

〇地域連携の強化 

高次医療機関に入院していた患者が早期に転院することができるように、また、病期に適した適

切な医療が受けられるように、地域連携室等において一体的に病院間の連携を推進していく体制を

整えるとともに、「治す医療」から「治し支える医療」として大島郡全体の地域医療を支えていき

ます。 

〇関係機関との連携による慢性期医療の支援等 

 町内には複数の介護施設があり、相互に連携を図ることで主に医療的ケアを必要とする慢性期医

療の支援に努め、病病連携をさらに深めていきます。さらに、介護施設との連携調整にも努めなが

ら、ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング：人生会議）の普及・啓発をさらに高め、町介護保

険課や開業医、訪問看護ステーションなど関係機関との連携を深めながら、さらなる在宅医療への

充実・支援を図っていきます。 

 

〇新興感染症等対応における地域での役割 

 今般の新型コロナウイルス感染症対応において、東和病院では入院受入医療機関としての病床確

保、発熱外来の設置、PCR 検査・抗原検査の実施、ワクチン接種、高齢者施設等への職員の派遣な

どを担い、大島病院では発熱外来の設置、PCR検査・抗原検査の実施、ワクチン接種、コロナ罹患

後の入院患者の受入れなどを幅広く担ってきました。 

 また、感染管理特定認定看護師を育成・配置するとともに、５類以降はコロナ入院患者の受入れ

にも積極的に対応し、県から感染症指定医療機関として医療措置協定を締結しています。 

 引き続き、柳井医療圏の医療機関との連携体制を強化していくとともに、平時からの取組を進

め、地域で必要な役割を果たしていきます。 

 

◯認定看護師等のさらなる育成 

 特定の看護分野において専門性の高い知識とスキルを持つ複数の特定認定看護師等が所属してお
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○町内介護保険施設の利用状況　令和5（2023）年3月利用分 （単位　人）

区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計A 定員B A-B

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム・４施設） 2 11 45 81 58 197 233 △36

介護老人保健施設（町立・さざなみ苑） 7 14 7 16 4 48 80 △32

介護医療院（町立・やすらぎ苑） 5 10 3 8 19 45 50 △5

計 14 35 55 105 81 290 363 △73

り、病院内はもとより近隣の介護施設等に出張し、健康教室での講演活動や職員・住民教育活動を

積極的に行っています。 

 今後も認定看護師等の育成に努め、日々の活動を通じて地域との絆、連携を深めていきます。 

 ◇令和 6 年 4月１日現在                     （単位：人）  

 東和病院 大島病院 計 

感染管理特定認定看護師  1 1 

感染管理認定看護師 １  1 

摂食・嚥下障害看護認定看護師  2 2 

認知症看護特定認定看護師  1 1 

褥瘡関連の特定行為看護師  1 1 

      計 1 5 6 

 

③橘医院 

 現在、無床診療所として運営していますが、患者数の大幅な減少や医師等医療従事者の確保が困

難であることなどから極めて厳しい運営状況となっており、地域の限られた医療資源（医師、看護

師等の医療人材や医療設備等）を有効に活用し、将来に向け医療提供体制を確保するため、令和９

年度から内科・歯科のみの運営とし、それ以外の機能については、東和病院・大島病院に集約・再

編します。 

なお、令和８（2026）年度末の併設する介護老人保健施設さざなみ苑の廃止に合わせ、橘医院は

近隣施設へ移転し、現建物については売却することを基本とします。 

 また、歯科については、地域包括医療等において、口腔・栄養・リハビリテーション連携体制が

重要とされていることから、東和病院、大島病院、やすらぎ苑との歯科口腔連携を強化し、積極的

に入院患者や入所者の口腔管理を行うこととします。  

  

④介護医療院やすらぎ苑  

⑤介護老人保健施設さざなみ苑 

町内の介護サービス施設である介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム、以下「特養」）4施

設、介護老人保健施設（以下「老健」）1施設（町立）、介護医療院 1施設（町立）の定員計 363

名に対し、利用者数は令和５（2023）年３月時点で 290 名と 73 名下回っており、介護需要推計に

基づくと今後も減少し続ける見込みです。 

また、旧４町の地域別で 65歳以上人口 1000 人当たりの定員数を比較すると、橘地区（旧橘町）

66.1 人、東和地区（旧東和町）49.1 人、大島地区（旧大島町）38.7 人、久賀地区（旧久賀町）33.9

人の順に多くなっており、町東部（橘地区、東和地区）が特に過剰な状況となっています。 

なお、当該６施設のうち、胃ろうや喀痰吸引など医療的ケアへの対応状況が比較的充実している

のは、大島地区（旧大島町）の介護医療院やすらぎ苑、東和地区（旧東和町）の介護老人福祉施設

白寿苑などとなっています。 
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〈④  介護医療院やすらぎ苑 〉 

 町内介護サービス施設のうち町立施設は、老健さざなみ苑（定員 80名）、介護医療院やすらぎ苑

（定員 50 名）の２施設ですが、介護医療院は民間介護施設では受入困難な医療的ケアが必要な要介

護者の受け皿として必要とされており、やすらぎ苑については、令和 10（2028）年度からは現在の

Ⅱ型（老健相当以上：定員 50 名）からⅠ型（介護療養病床相当）へ転換することとし、地域別の介

護需要等を踏まえ大島病院内へ移転することを基本としますが、具体的な定員数などについては、

「新たな地域医療構想」や医療的ケアを必要とする要介護度の高い入所者数など、当地域の医療・

介護需要等を考慮しながら、民業圧迫回避の観点も踏まえ、検討を行うこととします。 

  〈⑤  介護老人保健施設さざなみ苑〉 

なお、令和５（2023）年３月時点で町内介護サービス施設の定員に対し 73 名の空きがあり、令

和９（2027）年３月には推計上さらに７人以上の空きが増加することが見込まれるため、町東部に

位置する介護老人保健施設さざなみ苑（定員 80 名）については、在宅復帰施設としての役割が期

待されているものの入所期間が長期化傾向にあり、近隣の介護サービス施設との機能分化が難しい

ことや、介護需要の減少、地理的特性などを踏まえ、民業圧迫回避の観点を考慮し、令和８(2026)

年度末で通所（デイケア・定員 20 名）を含め廃止し、現建物については橘医院（同一建物）と併

せて売却することを基本とします。 

当該廃止により、介護推計上の均衡は保たれると考えられますが、特養は原則要介護３以上、介

護医療院は医療的ケアが必要な比較的要介護度が高い要介護者を主な入所対象としており、現入所

者の転所先について、特に要介護者１・２については、居宅介護支援事業所及び町の介護保険課や

福祉課と連携しながら、在宅介護の推進や、町内の養護老人ホーム（寿楽苑：定員 50名）や軽費

○町内介護施設利用者数の将来推計
2023年 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 合計(要介護のみ)

認定者数 242.0 221.0 381.0 289.0 238.0 247.0 191.0 1,809.0 1,346.0
町内施設利用者(実数) 0 1 34 84 96 131 94 440 439 ⇐起点
その他(在宅・町外施設等) 242.0 220.0 347.0 205.0 142.0 116.0 97.0 1,369.0

2025年 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 合計(要介護のみ)

認定者数 234.3 214.1 371.9 282.4 232.1 241.6 186.4 1,762.8 1,314
【F】町内施設 0.0 1.0 33.2 82.1 93.6 128.2 91.7 429.7 428.8
【G】町外施設⇒町内施設 0.0 0.0 0.3 0.5 1.4 1.8 1.3 5.3 5.3

町内施設計 0.0 1.0 33.5 82.5 95.1 130.0 93.0 435.0 434.0 △5.0
その他(在宅・町外施設等) 234.3 213.1 338.4 199.8 137.1 111.7 93.4 1,327.8 880.4

2030年 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 合計(要介護のみ)

認定者数 223.5 202.5 352.5 266.7 216.0 224.0 174.8 1,659.9 1,234
【F】町内施設 0.0 0.9 31.5 77.5 87.1 118.8 86.0 401.8 400.9
【G】町外施設⇒町内施設 0.0 0.0 1.0 1.6 5.0 6.3 4.4 18.4 18.4

町内施設計 0.0 0.9 32.5 79.1 92.1 125.1 90.5 420.2 419.3 △19.7
その他(在宅・町外施設等) 223.5 201.6 320.0 187.6 123.9 98.9 84.3 1,239.7 814.7

2035年 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 合計(要介護のみ)

認定者数 210.1 190.0 328.5 253.5 207.7 214.2 164.0 1,568.0 1,168
【F】町内施設 0.0 0.9 29.3 73.7 83.8 113.6 80.7 382.0 381.1
【G】町外施設⇒町内施設 0.0 0.0 1.7 2.8 8.6 10.8 7.6 31.5 31.5

町内施設計 0.0 0.9 31.1 76.4 92.4 124.5 88.3 413.5 412.6 △26.4
その他(在宅・町外施設等) 210.1 189.2 297.5 177.0 115.3 89.8 75.7 1,154.5 755.3

2040年 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 合計(要介護のみ)

認定者数 179.8 163.1 294.6 235.2 190.5 197.6 151.3 1,412.2 1,069
【F】町内施設 0.0 0.7 26.3 68.4 76.9 104.8 74.4 351.5 350.8
【G】町外施設⇒町内施設 0.0 0.0 2.5 3.9 12.2 15.4 10.8 44.7 44.7

町内施設計 0.0 0.7 28.8 72.3 89.0 120.2 85.2 396.2 395.5 △43.5
その他(在宅・町外施設等) 179.8 162.4 265.9 162.9 101.5 77.5 66.1 1,016.0 673.8
※【F】：介護認定者数×比率【A】 

※【G】：2023年～2040年増加数（町外施設⇒町内施設）÷17年 2040年；介護認定者数×比率【C】
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老人ホーム（慈光荘：定員 50 名）、有料老人ホーム（3 事業所：定員計 65 名）、グループホーム

（７事業所：定員計 90 名）などとの連携を進めながら、各要介護者の状態に適した介護の提供に

努めます。 

〈両施設のデイケア〉 

なお、町立２介護施設のデイケア（通所）については、町立２病院でのリハビリテーション（通

所（送迎）・訪問）を充実させていくことや、町内デイサービス（通所介護４箇所、地域密着型通

所介護 13 箇所、計 17箇所）での空きが当該２施設のデイケア利用者数を大きく上回っていること

など民業圧迫を回避する観点から、今回廃止するものです。 

 ・令和 8（2026）年度末廃止：さざなみ苑通所（デイケア・定員 20 名、R5 実績 5.3 名／日） 

・令和 9（2027）年度末廃止：やすらぎ苑通所（デイケア・定員 10 名、R5 実績 5.8 名／日） 

 

 ⑥  大島看護専門学校  

    柳井保健医療圏においては、３年課程の唯一の看護師養成所（定員：35 人×3学年＝105 人）と

なっており、当圏域の数少ない看護師供給源の一つとして大変重要とされています。 

また、町病院事業局の看護師（勤続 20 年未満）の約 8割が大島看護専門学校卒業生となってお

り、看護師確保に大変貢献していることなどから、引き続き、島の医療を支える質の高い看護師を

養成するため、より魅力ある特色づくりに励みながら、学校運営に努めていきます。 

    しかしながら、町病院事業局は独立採算の公営企業であり、県内の４年生看護学部新設が相次

ぎ、学生確保競争が激化するなか、今後も大幅な定員割れが続く場合は、将来の少子化の状況を見

極めながら、有識者を交え、抜本的にあり方を見直すことも検討する必要があります。 

 

 ○  生徒数（4/1 現在）の状況 （3 年課程、定員：35 人×3学年＝105 人） 

年度 1 年 2 年 3 年 計 決算収支（見込み） （千円、収益的収支） 

H29(2017) 32 46 31 109 △23,013 H30.1 大島大橋送水管破断 

H30(2018) 43 37 37 117 8,482 H30.11 大島大橋外国船衝突 

R1(2019) 29 43 32 104 11,822  

R2(2020) 34 28 41 103 9,169  

R3(2021) 30 29 25 84 495  

R4(2022) 26 25 30 81 △18,418 学生数の減 

R5(2023) 30 24 21 75 △21,988 学生数の減 

R6(2024) 19 27 20 66 △44,785 第 2期再編計画ベース（決算収支見込み） 

    

【参考】県内看護学部新設状況 

     令和６（2024）年度 周南公立大に看護学科（4 年生・80人）が新設 

     令和７（2025）年度 下関市立大に看護学部（4 年生・80人）が新設 

【1】寮費・食費の見直し 

  学生支援を拡充させる一環として、寮費・食費の見直しを実施しました。 

家具や家電、フリーWi-Fi 付きの寮を完備し、管理栄養士が監修した献立での食事を提供し

ており、入退去時の負担を軽減し、健康面に配慮した快適な学生生活を送れます。 

 ～R6.9 月 R6.10 月～ 食費内訳 

寮費 32,000 円／月 20,000 円／月  朝 234 円、昼 583 円、夕 583 円 

⇒朝 200 円、昼 300 円、夕 300 円 食費 1,400 円／日 800 円／日 
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【2】修学資金の貸し付け 

町病院事業局では、独自の修学資金の貸し付けの制度があり、看護師のみならず、医師、

歯科医師等を目指す学生に対し、国家資格取得後、一定の期間、町病院事業局の施設におい

て業務に従事することにより返還が免除されます。 

   
 

  ○  今後の特色づくりに向けた検討 

   ◇4 年生大学との連携 ◇地域住民の健康促進に役立つ看護師を育成 ◇ハワイ大学との連携  

◇少人数を強みとした学習サポートの強化 ◇社会人経験者を受け入れる体制を強化 

◇ホームページ、パンフレット等の魅力度向上、ＳＮＳ活用の推進 

 

 ⑦  訪問看護ステーション 

在宅医療は、高齢になっても住み慣れた地域で自分らしく生活を続けられるよう医療介護福祉と

連携しながら患者を支えるために必要不可欠な事業です。 

現在、本所を大島病院内に、分室を橘医院内に併設し、町立の医療機関や開業医と連携し、地域

の皆様のニーズに応えており、令和９（2027）年度には分室を東和病院内に移転して継続して実施

していきます。 

また、在宅での胃ろうカテーテル交換や褥瘡処置、脱水症状に対する輸液補正など医師の指示を

確認し、手順書をもとに必要な処置や対応を行うことができる特定行為研修の受講を促進するな

ど、職員の専門性向上に努めていきます。 

 ⑧  居宅介護支援事業所 

利用者のおかれている環境等に応じた介護サービスを利用するため、関係機関との連絡・調整を

行い支援していきます。 

現在休止中の居宅介護支援事業所たちばなを廃止し、居宅介護支援事業所とうわ及び、居宅介護

支援事業所おおしまについては、質の髙いケアマネジメントを実施していくため、特定事業所とし

て統合することを含め引き続き効率化について検討していきます。 

 ⑨  健康管理室（センター） 

健康講座や健康教室などを通じて予防医療を取り組むとともに、町民の皆様の病気の早期発見の

ため、事業所健診はもとより地域住民に向けの人間ドックを実施していきます。 

橘医院の健康管理業務は東和・大島病院へ集約統合します。 

 ⑩  総務部 

引き続き、町病院事業局全体の総括として、町長部局・町議会との調整や、給料及び手当の支

給、予算・経理などを分掌事務としつつ、局全体としての経営企画・調整機能を充実させ、定期的

に各施設の現場において現状や課題を把握するとともに、その課題解決を通じ、健全経営に努めて

いくこととします。 

  

貸付金額 免除期間

40,000円/月 貸し付けた期間、業務に従事した場合

60,000円/月 貸し付けた期間の1.5倍、業務に従事した場合
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【参考】収支等の推移 

 ① 第２期再編計画実行による決算見込等の推移（病院事業局全体） 

機能の集約・再編に伴う建物売却を見込んでおり、令和 8（2026）年度、令和 9（2027）年度に

現金の増加が見込まれます。 

第２期再編計画の抜本的改革が完了する令和 10（2028）年度に損益収支が黒字化する見込みで

す。現金収支は、黒字化する令和 10（2028）年度においては若干の減少となりますが、翌令和 11

（2029）年度には増加に転じる見込みです。                 （単位：百万円） 

年度 損益収支 町繰入金 現金収支 期末現金残高 備考 

R6(2024) △979 1,268 △1,046 721  

R7(2025) △522 1,198 △473 248 未利用医師住宅売却 

R8(2026) △496 1,109 26 274 さざなみ苑廃止・橘医院移転売却(年度末) 

R9(2027) △75 1,027 267 541 やすらぎ苑移転売却(年度末) 

R10(2028) 20 1,026 △18 523  

R11(2029) 123 1,059 77 600  

 

②（再掲）第２期再編を行わない場合の決算見込等の試算（病院事業局全体） 

現状の体制のまま事業を継続する場合、赤字体質から脱却することができず現金は減少し続け、

令和 7（2025）年度には現金残高が枯渇します。              （単位：百万円） 

年度 損益収支 町繰入金 現金収支 期末現金残高 備考 

R6(2024) △979 1,268 △1,046 721  

R7(2025) △570 1,226 △838 △117  

R8(2026) △705 1,113 △780 △897  

R9(2027) △715 1,079 △751 △1,648  

R10(2028) △782 1,045 △792 △2,440  

R11(2029) △738 1,062 △768 △3,208  

 ※令和５(2023)年度決算に基づき試算 

 

（４）収支計画 

独立採算制の原則のもと、施設の再編・統合、町立医療機関の一体的な運用など、病院事業局全

体の運営を最大限効率的に行うことにより、収益的収支が令和 10（2028）年度に黒字化する見込み

です。（医療機関分については、令和 9（2027）年度に黒字化の見込み） 

本計画の収支計画については、次に示す条件で試算していますが、医療機能や病棟構成、病床数

（病床機能）、介護医療院の定員数等については、現在、国が検討を行い、令和 8年度に策定が予

定されている「新たな地域医療構想」や、当地域における医療・介護需要等の動向を踏まえ、今後

検討を重ね適宜見直しを行います。 

 ＜試算条件＞ 

〇 令和８（2026）年度末さざなみ苑廃止、令和 9（2027）年度橘医院は内科・歯科外来のみの診

療体制に移行。 

〇 令和 10（2028）年度やすらぎ苑を大島病院に移転し、入所定員 48名のⅠ型介護医療院へ転

換。大島病院はやすらぎ苑移転に伴い 1 病棟 60 床（回復期 60床）の運用に変更。大島病院 1

病棟減に伴い東和病院の休止病床を再開し、2 病棟 99 床（回復期 39 床・慢性期 60 床）で運

用。 

〇 看護学校は、学生確保策実施により、新入生が徐々に増加することを見込み試算。 

〇 訪問看護ステーションは、令和 6（2024）年度の職員増員による利用者増加を見込み試算。 

〇 その他の施設は、令和５年度決算を基に試算。 
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※ 集約・再編に伴い売却を基本方針としている橘医院・さざなみ苑、やすらぎ苑、未利用の医師住

宅の売却額については、時価額未算出のため売却年度末簿価で算出（仮置き）しています。 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

（実績） （見込） （見込） （見込） （見込） （見込）

収益 1,327,031 1,202,524 1,270,789 1,194,050 1,384,329 1,680,450

費用 1,407,560 1,312,621 1,332,186 1,323,092 1,402,846 1,598,552

純損益 △80,529 △110,097 △61,397 △129,042 △18,517 81,898

収益 1,717,707 1,746,092 1,936,563 1,971,072 2,001,308 1,630,939

費用 1,776,648 1,897,276 1,964,146 1,937,232 1,941,207 1,623,068

純損益 △58,941 △151,184 △27,583 33,840 60,101 7,871

収益 285,747 203,863 198,119 187,076 120,017 114,965

費用 307,864 255,283 257,557 155,689 109,011 108,036

純損益 △22,117 △51,420 △59,438 31,387 11,006 6,929

収益 229,495 229,237 247,636 241,038 241,438 298,271

費用 343,411 364,816 349,943 355,702 281,441 312,143

純損益 △113,916 △135,579 △102,307 △114,664 △40,003 △13,872

収益 208,060 206,757 154,073 116,306 0 0

費用 369,371 351,715 308,165 186,406 0 0

純損益 △161,311 △144,958 △154,092 △70,100 0 0

収益 169,201 155,455 157,716 167,463 179,206 175,377

費用 191,189 206,071 208,774 209,905 210,900 205,984

純損益 △21,988 △50,616 △51,058 △42,442 △31,694 △30,607

収益 35,916 39,901 39,866 43,610 47,727 59,956

費用 52,673 67,645 57,780 60,517 60,517 59,648

純損益 △16,757 △27,744 △17,914 △16,907 △12,790 308

収益 28,663 31,135 31,232 31,232 39,360 45,230

費用 24,603 25,824 25,281 25,281 32,444 32,444

純損益 4,060 5,311 5,951 5,951 6,916 12,786

収益 26,220 26,178 26,174 26,112 21,699 25,803

費用 29,154 29,622 29,807 28,404 25,803 25,803

純損益 △2,934 △3,444 △3,633 △2,292 △4,104 0

収益 127,328 111,565 100,624 101,253 100,128 98,932

費用 163,142 141,693 149,729 145,967 144,975 144,374

純損益 △35,814 △30,128 △49,105 △44,714 △44,847 △45,442

収益 4,155,368 3,952,707 4,162,792 4,079,212 4,135,212 4,129,923

費用 4,665,615 4,652,566 4,683,368 4,428,195 4,209,144 4,110,052

純損益 △510,247 △699,859 △520,576 △348,983 △73,932 19,871

△ 191,284 △ 337,561 △ 190,423 △ 102,799 11,501 56,065

0 0 0 69,276 51,040 0

0 △ 126 △ 951 △ 88,432 △ 40,821 0

0 0 0 △ 118,648 △ 11,098 0

0 0 0 △ 9,026 △ 341 0

0 △ 279,480 0 0 0 0

0 △ 279,606 △ 951 △ 146,830 △ 1,220 0

△ 510,247 △ 979,465 △ 521,527 △ 495,813 △ 75,152 19,871

　うち医療機関分収支 △ 191,284 △ 568,295 △ 191,373 △ 231,608 11,500 56,064

1,318,141 1,268,377 1,197,974 1,108,696 1,027,389 1,025,706

やすらぎ苑

施設 区分

東和病院

大島病院

橘医院

うち医療機関分収支

さざなみ苑

看護学校

訪問看護
ｽﾃｰｼｮﾝ

合計①＋②

一般会計繰入金の推移

居宅介護
支援事業所

健康管理室
(センター)

補助金の収益化(建物除却分)

固定資産除却費(建物売却関連)

企業債利息（繰上償還）

国債売却損

消費税（建物売却関連）

小計②

総務部

小計①
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（５）その他数値計画等 

   ① キャッシュ・フロー計画   

 キャッシュ・フロー計画を収支計画の試算条件に基づき作成。 

過去の建設事業等に伴う企業債償還が令和７（2025）年度まで多額（年間７億円程度）となってお

り、また慢性的な経常赤字に伴い、厳しい現金収支状況となっています。 

また、基金残高のうち国債で運用していた 15億円を、令和６（2024）年度に取り崩し（売却）、

売却損を計上しています。 

第２期再編計画に基づく利益の計上、企業債償還額の減少に伴い、計画上は令和 11（2029）年度に

経常的な現金収支が増加に転じる見込みです。 

なお、売却を基本方針としている未利用の医師住宅（R7）、橘医院・さざなみ苑（R8）、やすらぎ

苑（R9）の売却額については、時価額未算出のため売却年度末簿価で算出（仮置き）しています。 

（単位：千円）

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

（実績） （見込） （見込） （見込） （見込） （見込） （見込）

収益的 148,174 112,047 154,570 93,123 231,144 335,695 408,359

資本的 △329,044 △330,515 △276,890 △143,536 △150,849 △173,537 △176,051

計 △180,870 △218,468 △122,320 △50,413 80,295 162,158 232,308

収益的 30,145 △49,218 100,324 169,325 219,718 166,948 178,127

資本的 △148,458 △158,841 △154,346 △190,817 △185,300 △211,473 △200,293

計 △118,313 △208,059 △54,022 △21,492 34,418 △44,525 △22,166

収益的 △12,855 △44,120 △53,608 △9,097 △22,851 △26,643 △32,259

資本的 △113,810 △102,229 △99,709 △87,803 △27,442 △20,541 △12,293

計 △126,665 △146,349 △153,317 △96,900 △50,293 △47,184 △44,552

収益的 △89,595 △110,019 △77,699 △90,087 △56,845 △3,588 3,656

資本的 △53,706 △55,340 △55,264 △60,929 △2,150 △3,101 △3,101

計 △143,301 △165,359 △132,963 △151,016 △58,995 △6,689 555

収益的 △132,061 △115,337 △124,471 △92,359 0 0 0

資本的 △33,757 △33,720 △34,405 △35,104 0 0 0

計 △165,818 △149,057 △158,876 △127,463 0 0 0

収益的 △5,352 △34,223 △35,256 △26,695 △15,526 △13,922 △1,614

資本的 △50,192 △50,511 △51,402 △52,469 △54,019 △26,053 △25,777

計 △55,544 △84,734 △86,658 △79,164 △69,545 △39,975 △27,391

収益的 △15,865 △26,238 △16,719 △15,713 △11,595 1,748 1,748

資本的 0 △2,028 0 0 0 △2,698 0

計 △15,865 △28,266 △16,719 △15,713 △11,595 △950 1,748

収益的 3,695 4,946 5,597 5,597 6,562 12,432 12,432

資本的 0 0 0 0 0 0 0

計 3,695 4,946 5,597 5,597 6,562 12,432 12,432

収益的 △1,020 △1,529 △1,717 △618 △4,537 △434 △434

資本的 0 0 0 0 0 0 0

計 △1,020 △1,529 △1,717 △618 △4,537 △434 △434

収益的 △12,350 △23,935 △42,110 △38,387 △38,521 △41,814 △40,621

資本的 △47,998 △24,920 △15,837 △16,760 △15,181 △10,799 △34,477

計 △60,348 △48,855 △57,947 △55,147 △53,702 △52,613 △75,098

収益的 △87,084 △287,626 △91,089 △4,911 307,549 430,422 529,394

資本的 △776,965 △758,104 △687,853 △587,418 △434,941 △448,202 △451,992

計 △864,049 △1,045,730 △778,942 △592,329 △127,392 △17,780 77,402

0 △279,480 0 0 0 0

0 3,736 52,565 934,322 508,210 0 0

0 0 0 △266,416 △13,600 0 0

0 0 0 △50,000 △100,000 0 0

0 0 253,000 0 0 0 0

0 △275,744 305,565 617,906 394,610 0 0

△864,049 △1,321,474 △473,377 25,577 267,218 △17,780 77,402

期末現金残高 (R4)2,906,888 2,042,839 721,365 247,988 273,565 540,783 523,003 600,405

施設・収支区分（年度）

やすらぎ苑

さざなみ苑

看護学校

健康管理室
(センター)

東和病院

大島病院

橘医院

訪問看護
ｽﾃｰｼｮﾝ

居宅介護
支援事業所

総務部

小計①

基金取崩（国債売却損）

建物売却に伴う繰上償還

病院事業債（経営改善推進）

建物売却（期末簿価仮置き）

移転経費（橘医院、やすらぎ苑）

小計②

合計①＋②
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       ②  人員計画（基本的な考え方） 

   再編統合による事業縮小・廃止に伴う人員計画については、退職者の不補充や職種替えなどに

より組織のスリム化を行うことし、状況に応じ適宜見直していきます。その中にあっても、継続

的な新規採用等を行うなど、組織の新陳代謝による活性化を図っていきます。 

   なお、本計画の人員計画については、次に示す条件で試算していますが、医療機能や病棟構

成、病床数（病床機能）、介護医療院の定員数等については、現在、国が検討を行い、令和 8 年

度に策定が予定されている「新たな地域医療構想」や、当地域における医療・介護需要等の動向

を踏まえ、今後検討を重ね適宜見直しを行います。 

 ＜試算条件＞ 

〇 令和８（2026）年度末さざなみ苑廃止、令和 9（2027）年度橘医院は内科・歯科外来のみ

の診療体制に移行。 

〇 令和 10（2028）年度やすらぎ苑を大島病院に移転し、入所定員 48 名のⅠ型介護医療院へ

転換。大島病院はやすらぎ苑移転に伴い 1 病棟 60床（回復期 60 床）の運用に変更。大島病

院 1病棟減に伴い東和病院の休止病床を再開し、2 病棟 99床（回復期 39床・慢性期 60

床）で運用。 

〇 看護学校は、学生確保策実施により、新入生が徐々に増加することを見込み試算。 

〇 訪問看護ステーションは、令和 6（2024）年度の職員増員による利用者増加を見込み試

算。 

〇 その他の施設は、令和５年度決算を基に試算。 

       単位：人 

  
R6 

(2024) 
R7 

(2025) 
R8 

(2026) 
R9 

(2027) 
R10 

(2028) 

合計 

医師 18 17 17 17 17 

医療 

技術員 

薬剤師 8 8 8 7 6 

診療放射線技師 8 8 8 8 8 

臨床検査技師 8 8 8 8 8 

理学療法士 15 15 15 15 15 

作業療法士 7 6 6 5 5 

言語聴覚士 2 2 2 2 2 

臨床工学技士 4 4 4 4 4 

視能訓練士 3 3 3 3 3 

管理栄養士 5 5 5 4 4 

社会福祉士 3 3 3 3 3 

介護支援専門員 4 4 4 3 3 

歯科衛生士 3 3 3 3 3 

計 70 69 69 65 64 

看護師 

教員 10 10 10 10 10 

保健師 3 3 3 3 3 

介護支援専門員 1 1 1 2 2 

看護師 123 121 120 114 101 

准看護師 13 13 12 10 9 

計 150 148 146 139 125 

事務 38 39 39 35 32 

その他 

リハ助手 2 2 2 2 2 

看護補助者 18 18 18 20 20 

介護福祉士（員） 27 25 25 16 16 

音楽療法士 1 1 1 1 1 

調理師 6 6 6 7 7 

計 54 52 52 46 46 

合計 330 325 323 302 284 
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     ③目標達成に向けた具体的な取組  

 ○経営理念 

  町病院事業局の基本理念である『地域住民に安全・安心な医療・介護・福祉を提供するために、

親しまれ、愛され、信頼される組織になるよう職員一丸となって努めます。』を基に、町の「安

心・安全づくり」「元気づくり」「未来の基盤づくり」の三つの取組や公営企業の独立採算の原則

を踏まえ、全職員が経営の考えを共有できるような経営理念の作成を今後検討していきます。 

 

（６） 施設・設備整備計画等 （施設・設備の最適化） 

（７）一般会計負担の考え方について 

（８）住民の理解のための取組 

 

３ 医療提供における役割・機能の最適化と連携の強化 

（１）地域医療構想等を踏まえた町病院事業局の果たすべき役割・機能  

（２）地域包括医療・ケアシステムの推進に向けて果たすべき役割・機能 

（３）機能分化・連携強化 

（４）新興感染症等の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

（５）医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 

 

４ 医師・看護師等の確保と働き方改革 

（１）医師・看護師等の確保 

（２）臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保 

（３）医師の働き方改革への対応 

 

５ 経営形態の見直し 

 

６ 第２期再編計画（経営強化プラン）策定後の点検・評価・公表 

  本計画（経営強化プランを包含）については、その実施状況について、年１回、自己点検・評価

するとともに、周防大島町行政・病院事業改革特別委員会に報告し、点検・評価の結果はホームペ

ージにより公表します。 


